
 

はじめに 

この「安全計画」は、放課後キッズクラブ（以下「キッズクラブ」という） 

の運営にあたって、児童の安全を確保し、事業を安全に実施するために、必ず

確認しなければならない項目についてまとめています。 

児童が安心して過ごせる居場所を提供するためには、非常災害時だけではな

く、通常の活動時におけるけがや病気、衛生管理や食物アレルギー対応等、よ

り一層の体制強化が必要とされております。 

この安全計画の下、キッズクラブの活動内容や立地条件等も踏まえながら、

運営主体・保護者・学校・地域の方々と連携を行い、六つ川台小学校放課後キ

ッズクラブキッズクラブの安全管理・危機管理を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅰ 事故や災害への備え 

１ 日常の取組み 

（１）緊急体制の構築 

・緊急的な対応が必要な場面（災害、不審者の侵入、火事・ケガ（119 番通報）等）

を想定した役割分担の整理と掲示、保護者等への連絡手段の構築、地域や関係機関との

協力体制を整えておきます。 

・緊急時の連絡先（学校・警察・消防・救急病院・医院・区役所等）について「緊急体

制表」を作成し、日ごろから目に付きやすい所に掲示しておきます。 

・最寄りの医療機関の休診日・休診時間や救急指定病院等の情報を把握しておきます。 

（２）保護者の緊急連絡先の把握 

・保護者の緊急連絡先については、入会の際に必ず確認してください。また、緊急時に

連絡のつく体制を整えています。  

（３）児童の安全確認 

・来所・帰宅経路、キッズクラブ周辺の安全を点検するとともに、安全マップを作成し

ています。 

・活動時において、職員が児童の動きを把握し、必要な声かけを行うなどの事故防止等

に向けた取組について、職員間の役割分担を構築しています。 

（４）救急薬品等の備え 

・応急処置のできる程度の医薬品を用意し、活動前には点検をしています。        

（５）施設・設備の安全点検 

・クラブ等の設備等（備品、遊具等や防火設備、避難経路等）は定期的（月１回程度）

に安全点検を行い、改善すべき点があれば速やかに対応し、必要な場合は補修等を行っ

ています。 

・専用ルームの設備の不具合については、設備修繕等相談票によりこども青少年局に対

応を確認しています。また、学校の設備に係る不具合を発見した場合には、速やかに学

校へ報告しています。 



（６）非常災害への備え 

・災害時対応は、「学校の災害時対応」に準じます。この災害時対応を参考にして、学

校と調整しながら対応方法を決め、キッズクラブの防災マニュアルを作成しています。

また、児童の避難場所については、事前に学校との間で決めています。 

・災害時対応訓練の年間計画を作成し、避難訓練及び消火訓練をそれぞれ年に２回以上

実施しています。地域等で行われる訓練にも参加しています。 

・災害時対応については、常日頃から職員間で相互理解しています。また、キッズニュ

ースや保護者会等で周知徹底し、保護者の理解と協力を得てます。 

・地震により整理棚やロッカーなどが倒れないように、転倒防止対策をしています｡ 

・水や食料等の備蓄は、業務を３日間継続できるよう、準備しています。 

（７）非常時に持ち出す備品・書類の確認 

・防災用品のほか、児童名簿や緊急連絡先等の重要書類を、適切に管理しています。 

（８）児童への安全指導 

・児童の年齢、発達や能力に応じた方法で、児童自身が安全や危険を認識し、災害や事

故発生時の約束事や行動の仕方について学習し、習得できるよう取組んでいます。 

・交通安全について学ぶ機会を設けるようにしています。 

（９）実践的な訓練の実施 

・児童の安全確保のため、地震や火災においての避難訓練を実施しています。 

・救急対応（心肺蘇生法、AED）の実技講習を定期的に受け、クラブ内で訓練を行 

っています。 

・不審者の侵入を想定した実践的な訓練や119 番の通報訓練を行っています。 

・横浜市が行う研修や訓練はクラブ等の運営に関係する全ての職員が受講していま

す。 

・研修や訓練を実施した日は、活動日誌に記載し記録を付けています。 

（10）再発防止の徹底 

・発生した事故やヒヤリ・ハットの事例についてはスタッフ会議で共有し、必要な対策

を講じています。 



２ 非常時の連絡 

（１）人命に関わる状況の場合 

・救急への通報を優先します。その後、警察及び関係機関等への連絡を行っています。 

【緊急体制表】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※感染症発生時の連絡先→区福祉保健課 TEL341-1181 健康づくり係 TEL341-1185 

 

診療科 医療機関名 電話番号 

内科 鈴木内科医院 742-6681 

整形外科 加藤整形外科 742-5755 

眼科 六ツ川眼科 713-4562 

耳鼻咽喉科 六ツ川耳鼻咽喉科 730-6272 

歯科 森田歯科 821－0041 

その他の連絡先 電話番号 

タクシー会社  ケイエム交通 731－6233 

光化学スモッグ 

（光化学スモッグ情報） 

<URL>http://www.pref.kanagawa.jp/sys/taikikanshi/kanshi/realtime/index.html 

050-5306-2687 

NTT災害用伝言ダイヤル 

<URL> http://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171/index.html 
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運営責任者 

  

＜平日日中（8:45～17:15）＞ 

区役所こども家庭支援課 

TEL:341－1155  

＜平日夜間（17:15～19:00）・土曜・日曜・祝日＞ 

こども青少年局放課後児童育成課 

TEL:080-5944-4864 

 

運営主体の責任者 

理事長 佐藤正俊 

 

 
職員 

保護者 
六つ川台小学校 TEL:715―3077 

       住所 六ツ川3－65-9 

 
各医療機関 下表 

消防署：１１９ 警察 ：１１０ 

TEL:341－1155
TEL:715―3077


（２）不審者発見の場合 

・危険が感じられる場合は、警察へ通報します。 

・不審者にかかる情報を保護者へ周知する場合には、学校へ相談します。 

（３）犯罪発生の場合 

・児童の安全確保を優先し、警察に通報します。 

 

連絡方法は５Ｗ１Ｈの原則に沿って行います 

 

 

 

 

What …… 何が起こっているのか 

Where …… どこで起こっているのか 

Who …… 誰に起こっているのか、自分は誰なのか 

When …… いつ起こったのか 

Why …… なぜ発生したのか 

How …… どのようにして起こったの 

 


